
お問合せ：保健センター☏82-2320 

＜予定している機器類など＞ 

＜予定しているチェックシート＞ 

＜実施日・場所＞ 

 

     利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』  
１０月の診療予定について 

鴛泊診療所 

１０月の診療予定は以下のとおりとなっております。時間内に受診していただきますようお願い

します。風邪症状で受診を希望される方は事前に電話（８２―１０３８）でご相談下さい。 

1 2 3
午前　藤田医師 午前　畔柳医師 午前　藤田医師

午後　藤田・畔柳医師 午後　藤田医師 午後　畔柳医師

6 7 8 9 10
午前　藤田医師 午前　畔柳医師 午前　藤田医師 午前　畔柳医師 午前　藤田医師

午後　吉永医師 午後　畔柳医師 午後　畔柳医師 午後　休診 午後　休診（秀峰園）

午後4時～整形外科

13 14 15 16 17
スポーツの日 午前　藤田医師 午前　畔柳医師 午前　藤田医師 午前　畔柳医師

午後　藤田医師 午後　藤田医師 午後　畔柳医師 午後　藤田医師

20 21 22 23 24
午前　藤田医師 午前　畔柳医師 午前　藤田医師 午前　藤田医師 午前　畔柳医師

午後　畔柳医師 午後　畔柳医師 午後　休診（予防接種） 午後　休診 午後　休診（秀峰園）

午後4時～整形外科

27 28 29 30 31
午前　畔柳医師 午前　畔柳医師 午前　畔柳医師 午前　畔柳医師 午前　畔柳医師

午後　畔柳医師 午後　畔柳医師 午後　畔柳医師 午後　畔柳医師 午後　畔柳医師

月 火 水 木 金

 

※都合により医師変更・休診となる場合があります。IP 告知端末でご確認ください。 
※受付時間  午前：８時 30 分～１１時   午後：１時～３時 

健康相談会ついて 

総合保健福祉センター すこやか保健係 

 年に一度の巡回健康相談を行います。からだの心配だけではなく、気になることがありましたら

ぜひお越しください！今回はからだの健康チェックを試すことができます。 
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（編集：企画政策課） 

ぜひお越し 

ください♪ 



利尻富士温泉保養施設 及び 温泉プール「湯泳館」の工事に係る休館について 

産業振興課商工観光係 
  

日頃より、利尻富士温泉保養施設及び温泉プール「湯泳館」をご利用いただき、誠にありがと

うございます。 

利尻富士温泉保養施設及び温泉プール「湯泳館」ですが、温泉の改修工事に伴い、下記の期

間【休館】といたしますので、ご利用される皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理

解いただきますようお願いいたします。 

 

【休館期間】 

  令和７年 １０月２０日（月）～ １２月２０日（土）まで 

※温泉配湯業務についても上記期間につきましては業務を停止いたします。 

※コインランドリーにつきましては１０月１日（水）より利用ができなくなりますのでご了

承ください。 

 

尚、休業期間中におきまして、自宅に浴槽がないまたは故障中の町民で且つ車がない町民の

皆さまにつきましては下記の通り、北のしーまへ送迎いたしますのでご確認ください。 

 

◎北のしーま送迎期間 

令和７年 １０月２０日（月）～ １２月２０日（土）の内、毎週火・木・土曜日の週３回 

◎対象者 

自宅に浴槽がないまたは故障中の町民で且つ車がない町民 

 ◎送迎時間 

  午後３時に北のしーまへ到着予定でご自宅へ伺い、午後４時３０分に北のしーまを出発し

自宅へ送迎。 

 ◎申し込み方法 

  利用予定の前日午後５時までに役場（82-1111）へ電話にてご予約ください。 

  

※送迎代はかかりません。北のしーまへの入浴料につきましては個人でご負担いただきます

ようお願いいたします。 

 

利尻富士温泉保養施設工事期間中における「北のしーま」入浴料金変更について 

鬼脇支所・北のしーま 

 総合交流促進施設「北のしーま」においては利尻富士温泉保養施設の工事により温泉水が配

湯されなくなることから、温泉浴槽は一般水での営業とさせていただきます。 

一般水での営業期間中の入浴料金につきましては次のとおりといたします。 

期間につきましては令和７年１０月２８日から１２月２０日までを予定しておりますが、温

泉水が配湯され温泉水での営業ができるようになった時点で終了することといたします。 

ご利用の皆様にはご不便をおかけしますご理解とご協力をお願いいたします。 

 

【入浴料金】 

大人（中学生以上）３５０円 

高齢者・身障      １００円 

中人（小学生）    １００円 

小人（３歳以上）    ５０円 

※期間中の入浴料金の支払いは現金のみとさせていただきますのでご了承ください。 

 



【会場・接種日時】 

令和７年度 新型コロナワクチン接種のお知らせ 

総合保健福祉センター すこやか保健係 

令和６年４月１日以降、新型コロナワクチン接種は予防接種法上、高齢者の季節性インフルエン

ザと同様の「B 類疾病の定期接種」として位置づけられ、秋冬時期に年１回、定期接種として実施

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１ 自衛官候補生 受験案内 

資  格 １８歳以上３３歳未満の方 

（３２歳の方は採用予定月の末日現在、３３歳に達していない方） 

受付期間 年間を通じて行っております。 

試験期日（筆記） 
受付時又は各自衛隊地方協力本部のホームページにてお知らせします。 

口述‣身体検査 

試験会場 受付時にお知らせします。 

２ 第３回一般曹候補生 受験案内 

資  格 １８歳以上３３歳未満の方 

（３２歳の方は採用予定月の末日現在、３３歳に達していない方） 

受付期間 ９月１６日～１１月２１日 

試験期日 
１次 １１月２９日～１２月４日 ※いづれか１日を指定されます。 

２次 令和８年１月６日～１３日 ※いづれか１日を指定されます。 

1 次試験会場 受付時にお知らせします。 

2 次試験会場 受付時にお知らせします。 

  ※第１回及び第２回目までで採用人員数を満たした場合、実施しない場合があります。 

接種会場 接種日・受付時間 

総合交流促進施設りぷら 
１０月２２日（水） 

13：30～14：00、14：00～14：30、14：30～15：00 

鬼脇診療所 
１０月３０日（木） 

14：30～15：00 

自衛官等募集のご案内 

自衛隊稚内地域事務所 

【定期接種対象者】 

接種日時点で利尻富士町に住民登録がある方で、下記のいずれかに該当する方 

（１）６５歳以上の方 

（２）６０歳から６４歳の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫 

  不全ウイルスによる免疫機能の障害で、身体障害者手帳１級程度の障害がある方 

〇接種費用 自己負担額 １，０００円 ※生活保護世帯は無料 
 

【任意接種対象者】 

 上記、定期接種の対象者以外の１２歳以上の方 

〇接種費用 自己負担額 ５，０００円 

 

 

 

 

〇使用するワクチンは、ファイザー社（JN.1 系統 LP.8.1 株）ワクチンです。 

〇接種は予約制です。接種を希望される方は、下記までご連絡ください。 

〇上記日程で都合が合わないなど１１月以降の接種を希望される方は 

 保健センターまでご連絡ください。 

【予約・問合せ先】利尻富士町総合保健福祉センター ☎82－2320  

 



３ 陸上自衛隊高等工科学校（生徒）受験案内 

（１）区分：推薦 

応募条件 男子で中卒（見込含）１７歳未満の成績優秀かつ生徒会活動等に顕著な実

績を修め、学校長が推薦できる方 

受付期間 １０月１日～１１月２８日 

試験期日 令和８年１月１０日～１２日 ※いづれか１日を指定されます。 

試験会場 受付時にお知らせします。 

（２）区分：一般 

応募条件 男子で中卒（見込含）１７歳未満の方 

受付期間 １０月１日～令和８年１月１５日 

試験期日 
１次 令和８年１月２４日・２５日 ※いづれか１日を指定されます。 

２次 令和８年２月１２日～１５日 ※いづれか１日を指定されます。 

試験会場 受付時にお知らせします。 
 

■お問い合わせ先 

〒097-0001 稚内市末広 5 丁目 6 番 1 号 稚内地方合同 5 階 

自衛隊旭川地方協力本部稚内地域事務所 電話 0162-33-1227 

 

利尻富士町まち・ひと・しごと創生総合戦略に関するアンケート調査の実施について 

企画政策課 
 

本町では、人口減少に歯止めをかけるため平成２７年度に「利尻富士町まち・ひと・しごと

創生総合戦略」を策定し、２期１０年にわたって定住対策や子育て対策など住みよい環境づく

りに取り組んでおります。 

現在第２期の人口ビジョンでは、２０２５年の人口を２，０８７人と推計していたところ８

月末の人口は２，１０８人と僅かではありますが推計人口を上回っており、町民みなさまのご

理解ご協力もあり、町として一定の施策の成果を感じているところです。 

つきましては、現在、令和８年度からスタートする第３期の総合戦略の策定に向けた見直し

作業を行っており、新たな総合戦略の策定にあたり、町民の皆様のご意見を聞かせていただく

ため、以下の 3 種類のアンケート調査を実施させていただきますので、趣旨をご理解のうえ、

調査票が届きましたら回答にご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 町民アンケート調査 若年者アンケート調査 中学生アンケート調査 

対 象 者 
本町に住所を有する 
全世帯 

本町に住所を有する 
 高校生世代 

本町に住所を有する 
 全中学生 

アンケート
項目 

・町への居住について  
・町での暮らしについて  
・町の施策について 
・町に対する意見や要望 
など 

・卒業後の進路について 
・就職について 
・町に住みたい若者を増やすための意見や提案 
など 
 

調査方法 

・各戸配布、郵送回収 
(返信用封筒同封･切手不要) 
・ＱＲコードによるＷＥＢ回
答も可能 

・郵送配布、郵送回収 
(返信用封筒同封･切手不要) 
・ＱＲコードによるＷＥＢ回
答も可能 

・中学校にて配布、回収 
 
 
 

回答期限 １０月１５日（水） 

そ の 他 

・調査結果は個人を特定することなく統計的に処理し、本調査の目的以外に使用するこ

とは一切ありません。 
・アンケート調査の配布、回収、統計処理は専門の業者に委託しております。 


